
コンプライアンス

内部通報制度

コンプライアンス教育の実践・強化

　当社グループの全社員を対象として、毎年度、eラーニングを実施

しています。リコーリースグループ行動規範をもとに、「コンプライア

ンスの基本」「社員としての基本行動」「法令遵守」などを学習するこ

とで、社員一人ひとりがコンプライアンスに関する認識を高め、業務

活動において常に意識するように啓発を行っています。

　また、コンプライアンスに関する最新の動向やトピックを簡潔にま

とめた「“コンプライアンス”ほっとNews」を、社内掲示板で毎月1

〜 2回発信しています。お客様やお取引先からの苦情の対応に関す

る考え方や留意事項などもテーマとして取り上げ（これらはマニュア

ルなどにまとめています）、適切な対応を心掛けています。

コンプライアンスに関する考え方と推進体制

　リコーリースグループは、経営理念を実現する上において、コンプ

ライアンスの徹底を、経営の基本原則と位置づけています。すべての

役員・社員が、法令やルールを厳格に遵守するとともに、社会通念

および企業倫理にもとることのない、誠実かつ公平な企業活動を遂

行しています。

　具体的には、リコーリースグループ行動規範に基づき、社内規程

の整備、社員教育、内部通報制度の整備など、あらゆる面からコンプ

ライアンス体制を整えています。経営陣が率先垂範するとともに、コ

ンプライアンス担当責任者（コンプライアンス推進部門担当役員）お

よび推進担当部門を定めて、教育・啓発活動を推進しています。そ

れらの活動を検証するため、経営会議において審議し、取締役会に

報告しています。

　2023年度において、コンプライアンス上の重大な懸念などは認識

していません。今後も、コンプライアンス推進体制の強化を図るとと

もに、意識啓発・理解促進への活動を充実させることで、コンプライ

アンスの徹底に努めます。

行動規範の策定と周知・浸透

　人々の価値観が多様化し、社会課題の解決に企業が果たす役割が

ますます重要視される時代の潮流を踏まえ、新中期経営計画の開始

に合わせて、2023年4月に従来の行動規範から新たな行動規範へ刷

新しました。経営理念、基本姿勢を受けて、役員・社員が取るべき

具体的な行動を示したもので、社内規程などに落とし込まれ、事業

活動や業務活動を行う際の基準となるものです。策定にあたっては、

多くの組織や社員が関わり、経営会議、取締役会でも議論を重ねて、

全社一丸で策定しました。遵守すべきコンプライアンスについてはも

ちろんのこと、経営理念を実現するための価値提供やステークホル

ダーとの関わりのスタンスなどについても記載しています。Webサイ

トに掲載するとともに、グループの全役員・社員へ周知・浸透を図

るべくハンドブックも制作・配布し、さらに理解を深めるためにeラー

ニングと行動規範遵守の署名も行いました。今後も行動規範の浸透

と実践を促すために毎年定期的に学習と署名を行っていく予定です。

　法令や社内規程違反をはじめ、当社グループ行動規範に違反する

行為などに関する通報・相談窓口として全社員※が利用できる内部

通報窓口を社内外に設置し、リコーリースグループ社員に周知してい

ます。

　通報にあたり、通報者の秘密保持、個人情報の保護、通報者の探

索の禁止、不利益な取り扱いの禁止など、「公益通報者保護法」に基

づく通報者保護を社内規程に定めるとともに、コンプライアンス教育

を通じ周知を行うことで、通報・相談のしやすい環境づくりをしてい

ます。なお、2023年度は公益通報に関わる通報はありません。

メール・郵便

社内通報 社外通報

弁護士相談窓口

・ 法令／規程／行動規範違反
・ 通報処理に関する質問

コンプライアンス相談窓口

・ コンプライアンス関連
・ 業務上の法令違反等

人事相談窓口

・ハラスメント
・就労問題

監査等委員窓口

・ 経営陣が関与するような不正
や違反行為

※全社員：役員、社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト社員、退職後1年以内の退職者

リスクマネジメント

　企業の安定的・持続的な発展と企業価値の増大、そして会社とし

ての社会的責任を果たすためには、企業活動に重大な悪影響を及ぼ

すリスクへの的確な対処が必要不可欠です。リコーリースグループで

は当社グループを取り巻くリスクを網羅的・統括的にとらえて整理・

対処することにより、実効性・効率性のあるリスクマネジメントを実

現しています。

リスクマネジメント推進体制図
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　当社およびグループ各社におけるリスクを、内部環境、外部環境、

経営戦略などの観点から洗い出し、リスク分析およびリスク評価を行

うことで優先順位づけした「リスクマップ」を作成しました。

リスクが発生した時の「影響の大きさ：影響度」と「確率：発生

可能性」の２軸でリスクの大きさを測り、リスクが高い項目をグルー

プ重点管理リスクと定めています。

リスクアセスメント

リスクマップとリスク評価基準

ランク 発生可能性評価基準
5 毎年1回以上は発生する可能性がある

4 1年〜5年に1回以上は発生する可能性がある

3 5年〜10年に1回以上は発生する可能性がある

2 10年〜30年に1回以上は発生する可能性がある

1 30年超に1回以上は発生する可能性がある

ランク 影響度評価基準
5 500億円超

4 500億円以下100億円超

3 100億円以下10億円超

2 10億円以下1億円超

1 1億円以下

大
↑ 5 7位 6位 3位 2位 1位

影
響
度

4 12位 9位 8位 5位 4位

3 16位 14位 13位 11位 10位

2 21位 20位 18位 17位 15位

↓
小 1 25位 24位 23位 22位 19位

1 2 3 4 5
低← 発生可能性 →高

グループ重点管理リスク候補

　リスクマネジメントに取り組む体制は、刻一刻と変化する環境に適

応するよう継続的な見直しと改善が求められます。これまで、当社グ

ループのリスクマネジメントは、グループ各社がそれぞれ自律的に推

進してきました。今後、グループ経営を強化していくにあたっては、グ

ループ全体の利益最大化を目指すべく、最適な判断が求められます。

その実現を阻害する要因をリスクとして識別、分析および評価する必

要があり、リスクマネジメント体制の見直しを実施しています。

❶リスクマネジメント委員会
　グループの事業に重大な影響を与えるリスクを管理すべく、当社の

社長執行役員を委員長とし、経営会議メンバーおよびグループ各社の

社長で構成するリスクマネジメント委員会を設置しています。当社グ

ループ経営において、重要度が高いと考える管理項目を「グループ重

点管理リスク」と定め、管理・監視を行うことでリスクマネジメントの

強化に取り組んでいます。重要事項については、当委員会で討議後、

経営会議に具申され、取締役会に報告されます。

＜リスクマネジメント委員会の役割＞

　①リスクマネジメント方針および年度計画の決定　

　②グループ重点管理リスクおよびリスク主管区の決定

　③リスク対策計画の決定

　④リスク対策実施状況の確認およびフィードバック

❷リスクマネジメント推進会議
　当社およびグループ各社相互において、緊密な連携、協調のもとグ

ループリスクマネジメントを円滑に推進するためにリスクマネジメント

推進会議を新たに設置しました。グループ重点管理リスクの主管区責

任者とグループ会社のリスクマネジメント推進責任者により構成されま

す。グループ重点管理リスクに対する計画や対応状況はもとより、各社

のリスク情報、対策状況などを共有し、討議を行った上で上位機関で

あるリスクマネジメント委員会へ報告します。

リスクマネジメントの考え方

リスクマネジメント体制の見直し・構築

❶

❷

統合報告書 2024 8786

Sect ion 05 コーポレート・ガバナンス



リスクマネジメント

　東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時に社員一人ひとりが的確に

行動できるように行動マニュアルをそのときの状況に合わせ再整備

するとともに、地域ごとの防災訓練を毎年実施し、2023年度からは

リコーリースグループ合同の災害対応訓練を実施しました。

　訓練では、実際の災害発生時にスムーズに対応できるよう「災害

時の初動対応（現地活動）」と「BCP（本部活動）」を分けて活動する

ことにしています。

　「一斉帰宅抑制推進モデル企業」認定を機に、通常の備蓄品はも

ちろん、本社のほか、全国の主要拠点に出社全員分をカバーできる

数の寝袋・枕を配布し、帰宅ができなくても安心な環境を用意して

います。また、災害情報収集用テレビ・蓄電池も配布し、インフラ復

旧までの活動が可能な環境も確保しています。

　各拠点との通信手段については、IP無線を導入したことで、当社

グループ各社と被災状況の確認や対策の検討が可能になりました。

　安否確認システムについては、新システムを導入し、グループ各社

社員の災害時安否情報が収集できるよう整備を行いました。また、

台風や大雨・大雪予報の際にも無理な出勤・外出はしないよう通知

をするなど、社員の安全を第一に考え、グループとしての防災を進め

ています。

　当社は2003年にリース業界で初めてISMS認証を取得、2005年に

はプライバシーマークを付与され、情報セキュリティと個人情報保護

のマネジメントシステムを一体的に運用してきました。これまで継続

的にマネジメントシステムの運用の改善・強化を図ってきたことで、

情報管理体制の強化と社員の情報保護・管理の意識の向上が図ら

れ、その結果ISMS認証を継続することができました。また情報セキュ

リティおよび個人情報保護に関わる重大な事故は発生していません。

　2023年には新たな認証であるISO27017（クラウドサービスセ

キュリティ）を取得しました。近年利用が増加しているクラウドサー

ビスは、利便性・拡張性・コストメリットなどから非常に便利なツー

ルと言えます。しかしながらその反面、情報漏洩・データ消失・サイ

バー攻撃・不正アクセスなどのさまざまなセキュリティリスクもクラ

ウド環境のなかには点在しています。そのため社内でのクラウドサー

ビスの安心・安全な利用が行えるよう、当社はISO27017の管理策

を用いてクラウドサービスセキュリティへの堅実な取り組みを行って

います。

　また世界的に増加しているサイバー攻撃への対策として、技術的な

セキュリティ対策はもちろんのこと、人的対策として社員へ定期的な

メール訓練を実施し、不審なメールを見分けるスキルの向上や情報セ

キュリティ／サイバーセキュリティ情報の発信によりリテラシーの向上を

図っています。加えて、高度化するサイバーセキュリティへの脅威に対応

すべく、CSIRT（Computer Security Incident ResponseTeam）の強

化など、有事の対応力の強化に向けた取り組みを実施していきます。

　これらの取り組みは当社のみならず当社グループ会社においても

重要な事項であると認識し、情報セキュリティ活動の横展開を開始

しました。

　今後も法令や当社情報セキュリティ基本方針および個人情報保護

方針にのっとった活動を推進することで、ステークホルダーの皆様か

ら常に信頼を得られるよう、情報セキュリティの強化に継続的に取り

組みます。

情報保護管理体制と情報セキュリティ対策の強化

BCP・災害対策

　リコーリースグループにおいて、特に重要視する重点管理リスク

は、グループ全社のリスクを横断的に管理するグループリスク主管区

が、リスク対策計画を策定・推進し、グループ各社や関連する部門

に対して、 リスク対策指示と実施状況の確認を行い、リスクマネジメ

ント推進会議へ報告を行います。

　また、グループ会社では、各社固有の重点管理リスクを設定し、リ

スクマネジメントを実施します。固有の重点管理リスクの計画や実施

状況などは、各社において経営判断がなされたあと、リスクマネジメ

ント推進会議に報告・共有されることで統合的なグループリスクマネ

ジメントを実現しています。

グループ重点管理リスク

リスク分類 グループ重点管理リスク項目 グループリスク主管区 リコーリース テクノレント エンプラス Welfareすずらん

自然災害 噴火／地震・津波 総務部／経営企画部 ◎ ◎ ◎ ◎

債権回収 大口顧客の貸し倒れ 審査本部 ◎ ○ ◎

対企業犯罪 サイバー攻撃 グループIT統括本部 ◎ ◎ ◎ ○

情報システム 情報システム障害・破壊 グループIT統括本部 ◎ ○ ◎ ○

経済 金利変動 財務部 ◎

ビジネス戦略 買収・合弁・提携の失敗 戦略投資本部 ◎

ESG対応 ESG対応不備・遅れ 経営企画部 ◎ ○ ○ ○

資金調達 資金繰り悪化・支払い遅延 財務部 ◎

グループ重点管理リスク（グループリスク主管区およびグループ各社における位置づけ）

　当社グループでは、単年度では対策を完了できないリスクが多いこ

とを考慮して、リスク管理プロセスを3年単位とし、対策計画を立て

実施、監視していくことでPDCAサイクルを回しています。実行から

評価・監視、改善に関する期間を十分に確保することで、対策の実

効性を高めることにつながります。リスクマネジメント推進会議は、

年に3回開催され、5月に当年度の対策計画が決定し、中間報告を経

た後の2月には年度総括および次年度のグループ重点リスクが確定

され、リスクマネジメント委員会にて最終判断がされます。

リスク管理プロセス

※  ◎：自社が主体となって重点的に取り組むべきリスク 
○：リコーリースの指示や指導のもとに取り組むべきリスク

会議体の運営とリスクマネジメント活動のPDCAサイクル
※表内のRMは、すべてリスクマネジメントを指す

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実施主体

RM委員会

RM推進会議

RM推進部門

リスク主管区／
グループ会社

D （do） A （act）P （plan）

C （check）C （check） C （check）

モニタリング
結果レビュー

リスク対策計画
見直し

リスク対策計画
見直し

リスク対策計画
見直し

リスク対策計画
レビュー

リスク対策計画
レビュー

当該年度
RM方針の検討

当該年度
RM活動の総括

2 3

1
2

モニタリング
結果レビュー

モニタリング
結果レビュー

モニタリング
結果レビュー

モニタリング
結果レビュー

モニタリング
結果レビュー

リスク対策実施

リスクマップ・
グループ重点
リスク見直し

リスク対策実施支援

【委員会第1回議題】
・当該年度RM方針決定
・ モニタリング結果確認・  

フィードバック
・リスク対策計画承認

【推進会議第3回議題】
・ リスク対策のモニタリング 

結果確認・意見交換
・当該年度RM活動総括
・ リスクマップ／グループ重点 

リスク見直し

1

【推進会議第1回議題】
・当該年度RM方針確認
・ リスク対策のモニタリング結果確認・   

意見交換
・リスク対策計画の確認

【推進会議第2回議題】
・ リスク対策のモニタリング 

結果確認・意見交換

【委員会第2回議題】
・当該年度RM活動総括
・ モニタリング結果確認・    

フィードバック
・ 次年度リスクマップ／ 

グループ重点リスク承認

年度 主な取り組み

2018 ● リコーグループ防災訓練実施　● リコーリース各拠点災害対応訓練実施　● リコーグループ合同災害対応訓練（南海トラフ地震を想定：応用訓練）

2019 ● リコーグループ防災訓練実施　● リコーリース各拠点災害対応訓練実施　● リコーグループメッセージボードをリニューアル

2020
● リコーグループ防災訓練実施　● リコーリース各拠点災害対応訓練実施
● 在宅勤務下を踏まえた防災マニュアルの全面的な見直し　● 営業車防災バッグ導入

2021

● リコーグループ防災訓練実施　● リコーリース各拠点災害対応訓練実施
● 地震発生時 事業所対応マニュアル作成（本社・豊洲）
● Webサイト上での消防学習導入
● 災害発生時、teamsでの安否情報共有開始
● 「一斉帰宅抑制推進モデル企業」認定取得
● 災害発生時当日宿泊セット用意（本社150個・豊洲250個）
● 車両防災バッグ備蓄品追加（食料飲料水1日→3日分・トイレ・毛布）
● 帰宅用防災バッグを肩掛け鞄からリュックサックに変更

2022

● 災害時利用通信機器として、IP無線導入
● 主要拠点用、災害情報収集用テレビ・災害時利用蓄電池購入
● 寝袋・枕購入（本社150セット・豊洲250セット）
● 社内掲示板にて防災通信発信開始

2023

● グループ各社に安否確認新システムおよび災害利用IP無線機を導入
● グループ各社と共通システムにて災害情報の共有を開始
● 本社および主要拠点に寝袋・枕を購入
● 本社および豊洲事業所にて火災VR体験会を実施
● コンセントの発火防止、コピー機走り出し・プリンター転倒防止対策を実施　
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